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決 定 要 旨 

 

被 審 人（住所） 千葉県 

（氏名） Ａ 

上記被審人に対する平成２５年度（判）第１６号金融商品取引法違反審判事件につ

いて、金融商品取引法（以下「法」という。）第１８５条の６の規定により審判長審

判官梶浦義嗣、審判官城處琢也、同琴岡佳美から提出された決定案に基づき、法第１

８５条の７第１項の規定により、下記のとおり決定する。 

 

記 

１ 主文 

被審人に対し、次のとおり課徴金を国庫に納付することを命ずる。 

⑴ 納付すべき課徴金の額 金８６万円 

⑵ 課徴金の納付期限   平成２６年６月１９日 

２ 事実及び理由 

別紙のとおり 

 

 

 

 

 

 

平成２６年４月１８日 

金融庁長官 畑 中 龍 太 郎 
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別 紙 

（課徴金に係る法第１７８条第１項各号に掲げる事実（以下「違反事実」という。）） 

被審人は、遅くとも平成２４年１０月２３日午後１時頃までに、東京都渋谷区恵比

寿一丁目１９番１５号に本店を置き、ウェブサイトの企画、制作、運営及び管理等を

目的とし、その発行する株式が名古屋証券取引所セントレックス市場に上場されてい

る株式会社オウケイウェイヴ（以下「オウケイウェイヴ」という。）と、資本業務提

携契約の締結の交渉をしていた株式会社ブリックス（以下「ブリックス」という。）

の役員であったＢから、同人が同契約の締結の交渉に関し知った、オウケイウェイヴ

の業務執行を決定する機関が、ブリックスと業務上の提携（以下「本件業務提携」と

いう。）を行うことの決定をした旨の重要事実の伝達を受けながら、法定の除外事由

がないのに、上記事実の公表（以下「本件公表」という。）がされた同日午後４時頃

より前の同日午後２時１８分頃から同日午後３時２６分頃までの間、Ｃ証券株式会社

（以下「Ｃ証券」という。）を介し、愛知県名古屋市中区栄三丁目８番２０号所在の

株式会社名古屋証券取引所において、Ｄ名義で、自己の計算において、オウケイウェ

イヴの株式（以下「本件株式」という。）合計１３００株を買付価額合計１０１万７

６００円で買い付け（以下「本件買付け」という。）たものである。 

（違反事実認定の補足説明） 

１ 争点 

被審人は、違反事実のうち、Ｂから、オウケイウェイヴがブリックスと業務上の

提携を行うことの決定をした旨の重要事実の伝達を受けた点について否認してい

るから、この点について補足して説明する（なお、違反事実のうち、その余の点に

ついては、被審人が積極的に争わず、そのとおり認められる。）。 

２ 前提となる事実 

 ⑴ 関係者等 

  ア 被審人 

    被審人（昭和５１年生まれ、女性）は、平成１０年頃から平成１５年頃まで、

企業で秘書等として稼働するなどした後、父親の営む呉服業を手伝うなどし、

平成１９年には、和装販売等を営む株式会社を設立し、代表取締役を務めてい

た。被審人は、平成２１年、同社の代表取締役を退任し、父親が代表取締役に
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就任したが、平成２４年４月に父親が意識不明の重体になると、同社は事実上

閉鎖され、被審人は、その後は無職である。 

なお、被審人は、本件買付け及びその後の売付けのほかに、株式取引をした

ことはない（甲８、乙８、３５）。 

イ ブリックス 

ブリックスは、多言語事業、ＩＴエンジニアリング事業等を展開する株式会

社である（甲６）。 

ウ Ｂ 

Ｂは、ブリックスの役員であった者である（甲１５）。 

エ オウケイウェイヴ 

オウケイウェイヴは、ウェブサイトの企画、制作、運営及び管理等を行う株

式会社であり、平成２４年１０月２３日時点において、ブリックスの株式を

４％保有していた（甲６）。 

 ⑵ 被審人とその家族の生活状況及びＢとの関係 

ア 被審人は、かねてより両親及び妹と同居しており、同人らは、上記和装販売

等を営む会社の収益で生計を立てていたが、平成２４年４月に同社が事実上閉

鎖されると、親戚等の援助を受けて生活することとなった。被審人の父親は、

同年１０月上旬に死亡し、被審人は、以後、母親と妹と３人で同居して生活し

ている（乙６、被審人審問）。 

被審人とその家族は、同月中旬頃、被審人の父親を被保険者とする死亡保険

金合計約２６００万円を受け取った。なお、被審人らは、うち３００万円を知

人からの借金の返済に充て、また、同年１１月中旬以降、上記会社の取引先な

どから、合計約１５００万円の債権の取立てを受けたため、同月３０日、弁護

士に債務整理の相談をした。（甲１０、乙２、１３、２０、３５、４５の１・

２） 

イ 被審人とＢは、平成２３年頃にインターネット上で知り合い、平成２４年７

月頃からは、オンラインゲーム上のチャット、メール、電話等で連絡を取り合

ったり、食事をしたりするなどして交流し、また、被審人は、本件買付け後の

同年１１月中旬頃、Ｂ名義の銀行口座に１３３万円を振り込んだ。その他、Ｂ
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は、被審人の母親や妹とも交流をするようになり、平成２５年頃には、被審人

の母親をブリックスで雇用したり、被審人と家族を大韓民国への出張に連れて

行ったりするなどした。（甲１４、１６、乙３５、４１） 

⑶ 本件業務提携に至る経緯 

ブリックスの役員Ｅ及びＢは、平成２３年１２月又は平成２４年１月頃、ブリ

ックスの株主から、ブリックス株式の持株比率を下げたい、その保有株の引受先

はブリックスで探してほしいなどという要請を受けた。Ｅは、ブリックスの株式

の引受先を探し、併せて第三者割当増資について検討し、ブリックスの株主であ

ったオウケイウェイヴと交渉を重ねた。その結果、オウケイウェイヴは、ブリッ

クスを連結子会社化することとし、同年１０月１７日の定時取締役会において、

ブリックスから資本業務提携に係る契約書等の必要書類が提出されることを条

件として、ブリックスとの間で株式の取得及び第三者割当増資の引受けを伴う本

件業務提携を実施することを正式に決議する旨の条件付承認決議を行った。（甲

６、７、１５） 

 ⑷ Ｂが本件業務提携を知った状況 

   ブリックスにおいては、本件業務提携に係るオウケイウェイヴとの交渉は、主

にＥが担当していたが、役員であるＢは、Ｅからその経過や進捗状況について報

告を受けたり、株主に説明を行ったりするなどして同交渉に関与していたところ、

平成２４年１０月２２日午後７時頃、被審人と会うために車で千葉県浦安市に向

かっていた際に、電話で、オウケイウェイヴが本件業務提携の実施を決定したこ

と及びその事実が同月２３日に公表されることにつき報告を受けた（甲１５）。 

 ⑸ 被審人とＢとの会食 

   被審人とＢは、平成２４年１０月２２日午後７時３０分頃から同日午後９時１

０分頃までの間、千葉県浦安市にあるホテルのレストランにおいて、２人で食事

をした（甲５、１７）。 

⑹ 本件業務提携の公表 

平成２４年１０月２３日午後４時頃、ＴＤｎｅｔ（適時開示情報伝達システム）

により、「株式会社ブリックスとの資本業務提携に伴う株式取得及び第三者割当

増資引受け（子会社化）に関するお知らせ」と題する文書がウェブサイトに掲載
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され、オウケイウェイヴが本件業務提携の実施を決定した旨の事実が公衆の縦覧

に供され、本件公表がされた（甲６）。 

⑺ 本件買付け 

被審人は、本件公表に先立つ平成２４年１０月２３日午後１時頃、妹であるＤ

名義でＣ証券に証券口座等を開設した上、同証券口座に合計６００万円を入金し、

同日午後２時１８分頃から同日午後３時２６分頃までの間、同口座を利用し、自

己の計算において、本件株式合計１３００株を４回に分けて買付価額合計１０１

万７６００円で買い付けた（本件買付け）（甲１、３、８、乙３５、５２）。 

 ⑻ 証券会社への電話 

被審人は、Ｃ証券のオペレーターに、電話で、平成２４年１０月２３日午後３

時３４分頃、「先ほどまとまった退職金が入りました関係でＣ証券の窓口で株の

投資を行いたいとお話をさせていただいた者ですが」「一気に買ってもというこ

とで」「９００株ぐらいからしか買っていない状態ですが、一気に買ってしまう

と問題があるものだったんでしょうか」、「もともと退職金が６００万円くらい

あったんですね。そうすると７７００株くらいっていう風になっちゃうとかなり

上がっちゃうよという話だったんですが、今、１０００株くらい買ってもかなり

変動があるという状態なんでしょうか、この会社は」、「２０００株くらい持っ

ている分にはおかしくとも何ともないですよね」などと質問し、また、同月２６

日午後零時３２分頃には、「売買した情報というものは企業（オウケイウェイヴ）

にも行くものなんでしょうか」などと質問した（甲４）。 

⑼ 本件株式の売付け等 

被審人は、本件公表後である平成２４年１０月２９日、本件株式全部を売付価

額合計１８１万０１００円で売り付け、同月３１日から同年１１月２４日にかけ

て、上記証券口座から残高のうち約５０００円を除いた全額を出金した（甲１、

３、乙５２）。 

３ 検討 

 ⑴ 以上の各事実を踏まえ、被審人が、Ｂから、オウケイウェイヴがブリックスと

本件業務提携を行うことの決定をした旨の重要事実の伝達を受けたか否かにつ

いて、検討する。 
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 ⑵ア 前記前提となる事実によれば、オウケイウェイヴは、本件業務提携の実施に

ついて平成２４年１０月２３日午後４時に公表しているところ、被審人は、同

日午後１時頃に証券口座を開設し、同日午後３時２６分までに本件株式合計１

９００株の買い注文を出し、結果として買付価額合計１００万円余の買付けを

行ったのであり、本件公表前の公表に近接した時期において、本件買付けを行

ったものである。また、被審人は、本件買付け以前には株式取引をした経験を

有していなかったところ、本件買付けの直前に証券口座を開設し、初めて株式

取引を行ったものであることからすれば、被審人には本件買付け前に株式取引

を特に動機付ける何らかの事情があったことが窺われる。さらに、被審人は、

本件買付けの数日後に、前記のとおり買い付けた本件株式全部を売り付けて売

買差益を獲得し、その後は、株式取引を一切行うことなく、証券口座から残高

のほぼ全額を出金しているのであり、被審人は、特に本件株式に絞って株式取

引を行ったものである。 

これらの各事実等に照らすと、被審人は、本件株式の株価を上昇させる原因

となる本件業務提携の実施に係る事実を知るに至り、高い確率で売買差益を獲

得できると見越して本件買付けを行ったものと推認される。 

イ そして、Ｂは、本件業務提携の当事者であるブリックスの役員であり、本件

公表の前日である平成２４年１０月２２日午後７時頃に、オウケイウェイヴが

本件業務提携の実施を決定したこと及びその公表時期が同月２３日であるこ

とについて知ったところ、その直後に、被審人とＢは、２人で会食している。

また、被審人とＢは、仕事上の関係はなく、インターネットで知り合い、被審

人の家族とも交流していたのであり、被審人及びＢが述べるところによれば、

同月２２日に両名が食事をしたのは、Ｂが役員を務めていたブリックスが被審

人の母親を障害者雇用枠で雇用することについて相談するためでもあった、被

審人は、同年１１月１９日、Ｂに対し、被審人の亡父の遺志を慮って、Ｂが関

係する音楽バンドの活動費用等に充てるため１３３万円を送金したというの

である（なお、同年１０月２２日から同年１１月１９日までの間に、被審人と

Ｂの関係が大幅に変わったことを窺わせる事情はない。）。このように、被審

人とＢは、私的生活において一定程度親しい関係にあったものであり、Ｂとこ
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のような関係にある被審人には、本件買付けの前日に、本件業務提携の実施に

係る事実について、Ｂから情報提供を受ける機会があったものである（なお、

被審人の関係者に、Ｂ以外にはオウケイウェイヴ及びブリックスの関係者が認

められないことから、被審人が他の手段により情報を取得することは困難であ

ったと認められる。）。 

これらア、イの事実に照らすと、被審人は、本件買付けの前日から遅くとも

証券口座を開設するまでに、Ｂから、本件業務提携の実施に係る事実の伝達を

受けていたことが推認される。 

  ウ さらに、被審人は、本件買付け後に、証券会社のオペレーターに対し、本件

買付けが問題視される可能性及び被審人が本件株式を買い付けたことがオウ

ケイウェイヴに知られる可能性等について確認しており、本件買付けが注目さ

れてオウケイウェイヴに知られることを警戒していたと認められるところ、被

審人の上記行動は、通常の投資者の行動としては不自然というべきで、被審人

が本件買付け前にＢから本件業務提携の実施に係る事実を伝達されていたか

らこそ確認を行ったものとみるのが自然であり、被審人が同事実の伝達を受け

ていたことを裏付けるものであるということができる。 

これに対し、被審人は、オペレーターに対し上記のように尋ねたのは、証券

会社の窓口担当者から、本件買付けが内部者取引に当たらないか尋ねられるな

どしたためである旨述べる。しかし、仮にオペレーターに対する質問が被審人

の述べる理由によるものであるとしても、被審人が、本件買付けがオウケイウ

ェイヴに知られることについてまで警戒していたことについては、通常の投資

者の行動としては、何ら合理性はない。したがって、被審人の上記供述は採用

できない。 

  エ 以上によれば、被審人が、遅くとも証券口座を開設する前には、Ｂから、本

件業務提携の実施に係る重要事実の伝達を受けていたことが強く推認される。 

⑶ Ｂの供述について 

ア これに対し、Ｂは、質問調書（甲１７）及び参考人審問において、本件公表

の前日に、オウケイウェイヴが本件業務提携の実施を決定したこと及びその公

表時期について知った直後に被審人と会食したものの、被審人には本件業務提
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携については伝えていない、本件公表後に初めて、被審人に対し、ブリックス

がオウケイウェイヴの傘下に入ったことや、その影響で株価が連続でストップ

高であることについて話をした、その際、被審人が株式取引を行ったことは知

らなかった、本件業務提携は被審人には全く関係ない話であったなどと供述す

る。 

イ しかし、Ｂは、被審人が株式取引を行ったことを知らず、本件業務提携は被

審人には全く関係がなかったにもかかわらず、被審人に対し、本件公表の数日

後になって突然、オウケイウェイヴとブリックスの関係や本件株式の株価に係

る話をしたというのは、その内容自体、不自然である。また、仮にＢが本件業

務提携に係る内部情報を漏えいしており、被審人が禁止された取引を行ってい

たとすれば、伝達したことが発覚した場合、Ｂが解任等の不利益を被る可能性

があること、Ｂは、被審人とメールや電話等で連絡を取り合ったり、直接会っ

て食事をしたりしており、被審人の家族とも交流があるなど、被審人と親しい

関係にあったことからすれば、Ｂには、自身や被審人のために虚偽の供述をす

る動機がある。 

ウ 上記各事情に照らせば、Ｂの上記供述は直ちに採用することはできない。 

⑷ 被審人の供述について 

ア 被審人は、陳述書等（乙２、３５）及び被審人審問において、Ｂから本件業

務提携の実施に係る事実の伝達は受けておらず、本件買付けをしたのは、亡父

が、生前、株式取引に関心を持っていたため、亡父の遺志に沿うものと考え株

式の購入を思い立ち、占いの結果、かねてよりＢからいい会社であると教えら

れていたオウケイウェイヴについて、平成２４年１０月２３日に購入するのが

よいとされたからであり、また、同月２４日にはテーマパーク内のホテルに宿

泊する予定があったため、同月２３日までに株式を購入しようと考えたなどと

供述する。 

イ しかし、被審人は、初めて株式取引を行い、その買付価額は１００万円に達

したにもかかわらず、対象銘柄に係る知識を相当程度有しているＢから、前に

聞いた「いい会社」ということのほかに詳細を聞くことなく、あえて占いの結

果のみに頼って本件買付けを決意し、また、買付時期については、テーマパー
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ク内のホテルに宿泊する予定があったという理由から、本件公表前の公表に近

接した時期に買い付けたという供述内容自体、にわかに納得できるものではな

い。 

また、被審人は、陳述書（乙３５）で、上記のとおり、平成２４年１０月２

４日にホテルに宿泊する前日までに本件株式を買うつもりだった旨供述する

ところ、被審人審問においては、本件買付けの翌日にも本件株式を買い付けよ

うと思っていたと矛盾する供述をし、さらに、同年９月にＢと会食した際、同

人から不快な思いをさせられ、あまり親しい関係にはなかったと述べながら、

亡父の死因や妹の結婚相手に関する相談をするなどしており、被審人の供述に

は不合理な点が見られる。 

その上、被審人は、平成２５年５月１６日付け質問調書（甲８）においては、

平成２４年９月４日頃、オウケイウェイヴ社内の者と思われる人からＢに電話

があり、電話の雰囲気からオウケイウェイヴがブリックスの取引先であると感

じたものであるが、その際、景気のよさそうな話をしていたため、オウケイウ

ェイヴのホームページなどを確認し、占いの結果もよかったので本件株式を購

入してみる気になった、買うきっかけとなった出来事は他になかったと思うな

どと供述していたにもかかわらず、同年５月１７日、証券調査官から、Ｂは上

記電話を受けた事実はない旨供述していると伝えられると、電話があったとい

うのは記憶違いかもしれないなどと述べた上、Ｂが「これからオウケイウェイ

ヴに行くところだ」などと言っていたので勝手に景気がよさそうであると感じ、

本件株式を購入する気になった、その時期ははっきり覚えていないなどと供述

を変遷させている（甲９）。さらに、被審人は、同月２０日には、Ｂにオウケ

イウェイヴがどのような会社か尋ねたところ、ブリックスの株主でいい会社と

教えてくれたので株を買うことにしたなどと更に供述を変遷させているので

あって（甲１１）、初めて１００万円に及ぶ株式を購入する動機という重要部

分について、不自然かつ場当たり的に供述を変遷させているというべきである。

また、Ｂが「これからオウケイウェイヴに行くところだ」などと言っていたの

で勝手に景気がよさそうだと感じたなどという弁解は、それ自体、不自然で場

当たり的というべきである。 
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ウ これに対し、Ｂは、上記各質問調書においては、それぞれ別の場面に関する

供述をしたものであり、各質問調書の間に変遷はない旨主張する。 

この点、被審人は、①平成２５年５月１６日付け質問調書（甲８）では、平

成２４年９月４日に、Ｂがオウケイウェイヴ社内の者と電話しているのを聞い

たところ、景気がよさそうだと考えたなどの旨、②平成２５年５月１７日付け

質問調書（甲９）では、Ｂとの電話で、Ｂがオウケイウェイヴに向かっている

ことを聞いたことから、勝手に景気がいいと考えた旨、③同月２０日付け質問

調書（甲１１）では、平成２４年１０月初旬にＢからオウケイウェイヴがブリ

ックスの株主であることを聞いた旨及び前記②は同月中旬のことである旨そ

れぞれ供述する。なるほど、これらは、別の場面での事実を供述するもので、

上記の各供述内容のみをみれば、それぞれが成り立つものともいえる。 

しかし、これらの供述がなされた経緯を見るに、②は、証券調査官から①の

供述の前提事実であるＢがオウケイウェイヴ社内の者と被審人の前で電話を

した事実はないとの指摘を受けてされたもので、①の供述内容を否定してこれ

を変更する供述であり、かつ、①の供述の翌日になされたもので、時間の経過

により記憶の程度が著しく変化したことが窺われる事情はない。また、③は、

②の供述から週末の証券取引等監視委員会の閉庁日を挟んだ３日後にされた

もので、この時点で突如、被審人がオウケイウェイヴとブリックスの関係を想

像したとでもいうべき従前の供述に、Ｂからオウケイウェイヴとブリックスの

関係を直接聞いたとの供述を加えるものであり、不自然である。これら供述の

経緯及び内容に鑑みると、被審人は、合理的な理由なく供述を変遷させたとい

うべきである。 

  エ 以上によれば、Ｂから本件業務提携の実施に係る事実の伝達は受けていない

という被審人の供述は信用することができない。 

⑸ 結語 

以上のとおり認められる本件買付けの時期、被審人の株式取引経験、被審人と

Ｂの関係及び会食した時期、本件買付け後の被審人の行動、被審人及びＢの弁解

内容等を総合すると、被審人は、遅くとも証券口座を開設した平成２４年１０月

２３日午後１時頃までに、Ｂからオウケイウェイヴが本件業務提携を行うことの
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決定をした旨の重要事実の伝達を受けていたと認められる。 

（法令の適用） 

 法第１７５条第１項第２号、第１６６条第３項、第１項第４号、第２項第１号ヨ、

金融商品取引法施行令第２８条第１号、法第１７６条第２項 

（課徴金の計算の基礎） 

課徴金の計算の基礎となる事実については、被審人が争わず、そのとおり認められ

る。 

⑴ 法第１７５条第１項第２号の規定により、当該有価証券の買付けについて、業

務等に関する重要事実の公表がされた後２週間における最も高い価格に当該有

価証券の買付けの数量を乗じて得た額から当該有価証券の買付けをした価格に

その数量を乗じて得た額を控除した額。 

（1,446円×1,300株） 

－（781円×700株＋782円×100株＋783円×400株＋795円×100株） 

＝ 862,200円 

⑵ 法第１７６条第２項の規定により、上記⑴で計算した額の１万円未満の端数を

切捨て、860,000円となる。 


